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弱点を補強するための様々なサ
ポートプログラム

PVS: Performance of Veterinary Services



OIE加盟国の評価実施状況

OIE 加盟国数

PVS 評価実施状況

申請 調査済み

報告書

報告書作成
済み

うちOIEウェブサ
イトに公表

アフリカ 53 53 51 43 9
アメリカ 29 26 24 19 9

アジア太平洋 32 25 25 14 3
欧州 53 19 19 11 1
中東 13 13 11 6 1
合計 180 136 130 93 23

アジア太平洋地域の先進国では、豪
州が調査済み

一部の
国はOIE
のウェブ
サイトで
報告書を
公表。

既に136か国がPVS 評価を申請し、獣医
サービスの強化をめざしている

2016年10月15日現在



Africa (53): Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, 
Central African Rep., Chad, Comoros, Rep. of the Congo, Dem. Rep. of the Congo, Côte d'Ivoire, 
Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-
Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, 
Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé and Principe, Senegal, Seychelles, 
Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, 
Zimbabwe. 
Americas (26): Argentina, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Dominican Rep., Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela. 
Asia-Pacific (25): Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Fiji, Indonesia, Iran, Japan, 
Dem. People's Rep. of Korea, Laos, Maldives, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, New 
Caledonia, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Vanuatu, 
Vietnam. 
Europe (19): Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Former 
Yugolsav Republic of Macedonia, Georgia, Iceland, Israel, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Romania, 
Serbia, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan. 
Middle-East (13): Afghanistan, Bahrein, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian National 
Authority (observer), Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen. 

PVS評価を申請している国 2016年10月15日現在

※ 斜体文字（緑）は、申請したが調査未実施の国
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OIE-PVS Tool
Evaluation of the 
Performance of

Veterinary Services 
獣医サービスの能力評価

a tool for Good Governance
of Veterinary Services 

版を重ねて現在は第6版（2013年）

This global tool provided by the OIE has a great impact on the 
promotion and improvement of Veterinary Services worldwide

ＯＩＥコードの第３．２章を
もとに評価ツールを作成

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/pdf/PVS_A_Tool_Final_Edition_2013.pdf
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OIE のPVS Tool

人的・物
的・財政的
な資源

技術的な権
限と能力

Critical
competency

Critical
competency

Critical
Competency

Critical
competency

関係者との
相互作用能

力

Critical
competency

Critical
competency

Critical
competencey

市場アクセ
ス能力

Critical
competency

4 つの基本的な構成要素

それぞれについて

５段階の到達水準で
評価

４つの柱に分類された計
４７種類の重要な資質能

力を個別に評価

HUMAN, 
PHYSICAL AND 
FINANCIAL 
RESOURCES

TECHNICAL 
AUTHORITY 
AND 
CAPABILITY

INTERACTION 
WITH 
INTERESTED 
PARTIES

ACCESS TO 
MARKETS
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6/Item17

II-10 残留検査

獣医サービスが動物用医薬
品（抗生物質やホルモンな
ど）、化学物質、農薬、放
射性核種、金属などの残留
検査プログラムに責任を持
つ能力

到達水準

1. 畜産物に対する残留検査プログラムが国内に
存在しない

2. 残留検査プログラムが輸出用の一部畜産物に
のみ実施されている

3. 包括的な残留検査プログラムがあり、すべて
の輸出用畜産物と一部の国内消費用畜産物に
ついて実施されている

4. 包括的な残留検査プログラムがあり、すべて
の輸出用畜産物と国内消費用畜産物について
実施されている

5. 残留検査プログラムは日常的な品質保証およ
び定期的な評価の対象となっている

重要な資質能力の例
評価は４７のポイ
ント（資質能力）に
ついて、それぞれ
5段階で実施
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水準を決めるのは現地調査の後

1. 重要な資質能力（Critical Competencies）の意味を十分理解;
2. 関連するＯＩＥコードを引用して、重要な資質能力の意味を十分に説明する;
3. ５段階の到達水準の違いを理解する;
4. ５段階の到達水準の違いとその意味するところを評価される獣医サービス

関係者に理解させる;
5. 評価に使える事実、証拠を示す;
6. 獣医サービス関係者に対し、選んだ達成水準を納得してもらうため、そして

評価のために重要な事実を見落としていないように獣医サービス関係者と
話し合う。

到達水準の決め方

PVS 評価は査定・審査ではなく、対話を通じて何が
足りないのかを一緒に見つけ出していくプロセス



8

４７の評価ポイント（資質
能力）ごとにシート作成

到達水準

根拠となる事実

所見

強い点

弱い点

改善に向けた助言



OIEは、動物衛生、獣医公衆衛生及びアニマルウェルフェア
の推進のため、官民あわせた獣医組織体制全体の能力を
高めることが重要であるとの認識のもと、2006年以降加盟国
のPVS評価を実施。（2016年7月現在、加盟国180か国中、既
に129か国が評価を実施）

評価結果は、畜産物等の輸入を行う国が輸入リスク分析を
行う際に参照しているほか、被評価国が自国の獣医組織体
制を強化する上での優先順位付け等に使用。

我が国としても、OIEによる客観的な評価が実施されることに
より、輸出検疫協議が促進され、畜産物の更なる輸出拡大
が期待されるといった重要性に鑑み、獣医組織能力の強化
を図るため、昨年OIEに対してPVS評価の申請を行い、本年
10月11日から26日にかけて調査団を受け入れ。

PVS評価を受ける経緯及び目的



我が国のPVS評価訪問概要

１．評価実施者（3名）
・団長 ジョン・ウィーバー （国際獣医コンサルタント）
・専門家 ジョン・ストラットン （国際獣疫事務局地域活動部次長）
・専門家 ジュリア・パンダ―ソン （元米国食品医薬品局、農務省職員）

２．評価日程
・第１週（10/11～10/14）

入口会合

中央省庁（農林水産省、厚生労働省、環境省、食品安全委員会）、関係
機関、関係団体等の調査
・第２週（10/17～10/21）

都道府県庁、家畜保健衛生所、食肉衛生検査所、保健所、NOSAI家畜診
療所、動物検疫所等の調査
・第３週（10/24～10/26）
関係機関、関係団体等の調査
出口会合

３．今後について

追加的な質問等の調整を行い、来年前半を目処に評価結果を報告書とし
て作成予定。
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